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郵政民営化委員会（第１４７回）議事録 

 

日 時：平成２８年２月１７日（水） １３：３０～１４：５０ 

場 所：永田町合同庁舎３階 郵政民営化委員会室 

出席者：増田委員長、老川委員、清原委員、三村委員 

金融庁 西田監督局審議官、渡部郵便貯金・保険監督総括参事官 

総務省 菱沼郵政行政部貯金保険課長 

日本郵便株式会社 津山執行役員、荒若執行役員 

株式会社ゆうちょ銀行 相田常務執行役 

 

○増田委員長 

 ただ今から「郵政民営化委員会」第147回を開催いたします。 

 本日は、委員５名中４名の出席を頂いておりますので、定足数を満たしてお

ります。 

 お手元の議事次第に従って議事を進めてまいりますが、まず「株式会社かん

ぽ生命保険の新規業務の認可申請について」で、この件については前回１月22

日の委員会では、かんぽ生命保険からヒアリングを行っております。 

 今般、事務局において、意見募集を行いましたので、まず、その結果を事務

局から説明願います。 

○若林事務局次長 

 御説明します。 

 株式会社かんぽ生命保険の再保険の引受け及び付帯サービスに関する郵政民

営化委員会の調査審議に向けまして意見募集を１月21日から２月11日までの間

行いました。資料147－１－１のとおり、日本郵政グループ労働組合から、早期

の認可を求めるとの意見がございました。具体的な内容は、別紙のとおりでご

ざいます。 

 以上、御報告させていただきます。 

○増田委員長 

 それでは、意見募集の関係は以上と致しまして、続いて金融庁及び総務省か

ら認可申請案件に関する審査状況について聴取したいと思います。 

 今日は、金融庁から西田審議官、総務省から菱沼貯金保険課長においでいた

だいております。 

 それでは、恐縮でございますが、まず金融庁から５分程度で御説明をお願い

したいと思います。 

○西田審議官 

 金融庁の西田でございます。どうぞよろしくお願いします。 
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 それでは、金融庁の資料の１ページ目を御覧ください。 

 金融庁は、１月19日にかんぽ生命保険から新規業務の認可申請を受けまして、

昨年12月の委員会の所見の中の新規業務に対する考え方等も踏まえまして、こ

れまで審査を進めてきたところでございます。本日は、その審査の基本的な考

え方あるいはポイントについて、簡単に御説明をさせていただこうと思います。 

 冒頭、まず認可申請の概要について、御確認を兼ねて御説明いたします。 

 １ページ目でございますが、認可申請のありました業務は、再保険の引受け

と付帯サービスの提供の二つでございます。 

 まず、再保険の引受けについて、再保険の引受対象は、かんぽ生命保険又は

日本郵便が他の生命保険会社から受託販売している保険契約に限定する。そし

て、保険金の支払要件は、元受契約と同一とし、引受保険金額は元受契約の50％

未満とする内容となっております。 

 なお、御参考までに、２ページ目に再保険のイメージというものをお付けし

てございます。 

 次に、１ページ目の下の方、付帯サービスの提供でございます。保険業法第

98条第１項の規定によりまして、契約者あるいは被保険者等に対して行います、

保険契約に付帯した無料のサービスの提供ということでございます。かんぽ生

命保険は、認可取得後、準備が整い次第、健康・医療・介護・くらしの税務に

関する無料電話相談サービスの提供を行いたいとしているところでございます。 

 それでは、審査の基本的な考え方等について御説明します。資料の３ページ

目を御覧ください。ここでは、再保険の引受けに関連する規定を整理しており

ます。 

 かんぽ生命保険による、他の生命保険会社からの再保険の引受けについては、

郵政民営化法第138条第１項に定める新規業務、すなわち、この新たな種類の保

険の引受けを行おうとするときというものに該当しますので、同法に基づく認

可が必要となります。また、再保険の引受けを行う場合には、事業方法書等に

定めた事項を変更するという手続がございますので、保険業法に基づく認可も

必要となります。よって、金融庁では郵政民営化法と保険業法に基づいて審査

を進めているところでございます。 

 次に、資料の４ページ目を御覧ください。ここでは付帯サービスの提供に関

連する規定を整理しております。 

 今回申請のございました付帯サービスの提供につきましては、保険業法第98

条第１項の規定のその他の業務として行うものでございまして、保険業法第97

条の保険の引受け、資産運用以外の業務を行おうとするときに該当いたします

ので、郵政民営化法第138条第３項に基づく認可というものが必要になります。

一方、保険業法第98条の規定を見ますと、他の保険会社の業務の代理又は事務
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の代行以外の業務を行おうとする場合は、保険業法の認可は不要となっており

ます。よって、付帯サービスの提供につきましては、金融庁では郵政民営化法

に基づく審査を行っていくということでございます。 

 次に、資料の５ページ目を御覧ください。ここでは、具体的な審査基準を整

理してございます。以下、再保険の引受けと付帯サービスの提供について、そ

れぞれ分けて、審査基準に照らしながら御説明したいと思います。 

 まず、再保険の引受けでございます。郵政民営化法の審査基準の、他の生命

保険会社との適正な競争関係につきましては、そもそも再保険はかんぽ生命保

険以外の保険会社との協業でございまして、民間金融機関との連携を強化する

ものでございます。よって基本的には、かんぽ生命保険と他の生命保険会社の

適正な競争関係を阻害する性格のものではないと考えております。また、利用

者への役務の適切な提供という点につきましては、再保険は、契約の当事者は

他の生命保険会社であって、かんぽ生命保険の利用者に直接的な影響を与える

ものではなく、また、業務遂行に必要な体制も整備されておりますことから、

特段の問題はないものと考えております。 

 次に、保険業法の審査基準でございますけれども、保険業法第５条に定めら

れております保険商品の審査基準、すなわち、例えば保険契約の内容が保険契

約者等の保護に欠けるおそれがないこと、あるいは他の特定の者に対して不当

な差別的取扱いをするものではないこと等について審査を行うことになってお

ります。この点についても、ただ今申し上げましたように、再保険契約の相手

方は他の生命保険会社でありますし、かんぽ生命保険の契約者・利用者に直接

的な影響を与えるものではございませんので、保険契約者等の保護の観点など

からも、特段の問題はないものと考えております。 

 資料の６ページ目には、保険会社向けの総合的な監督指針をお示ししており

ます。 

 他の保険商品と同様に、再保険の引受けにつきましても、やはりリスク管理

が重要になってきます。かんぽ生命保険は、受再政策として、販売を受託して

いる商品に限定するということであるとか、リスク範囲の確定が容易な、支払

要件が元受契約と同一のものに限定するということにしております。また、再

保険の契約締結に当たりましては、出再保険者から十分な情報を入手して、引

き受ける部門が収益性やリスクについて十分な検討を行うことにしております。

加えて、引受部門とは独立したリスク管理統括部や保険計理人が収益状況等を

確認するという体制をとることにしておりますので、特段の問題はないものと

考えております。 

 次に、５ページ目に戻っていただいて、付帯サービスの提供について御説明

いたしたいと思います。 
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 郵政民営化法の審査基準の、他の保険会社との適正な競争関係につきまして

は、今回提供する付帯サービスの内容、あるいは保険業そのものに対する規模

からしても、かんぽ生命保険と他の生命保険会社の適正な競争関係を阻害する

性格のものではないと考えております。また、利用者への役務の適切な提供に

つきましても、かんぽ生命保険は、サービスの提供基準や個人情報の保護等の

各種ルールを整備して、その実施状況について定期的にモニタリングしていく

という方針としておりますことから、特段の問題はないものと考えております。 

 ７ページ目をお開きください。ここでは、いわゆる付随業務の取扱いに関す

る保険会社向けの総合的な監督指針をお示ししております。 

 実際にかんぽ生命保険が付帯サービスを提供する際には、例えば顧客保護と

か法令遵守の観点から体制整備が図られているかとか、あるいはその業務がそ

の他の付随業務の範疇にあるかどうかといった判断を、ここに記載されたよう

な留意点を踏まえて行うことになっております。先ほど申し上げましたとおり、

各種ルールを整備して、その実施状況を定期的にモニタリングすることとして

いることと、保険契約に付帯した無料のサービスであって、保険業の規模に対

して過大になるものではないことからも、特段の問題はないものと考えており

ます。 

 以上、認可申請についての現段階での金融庁としての考え方でございます。 

 御審議のほどをよろしくお願いいたします。 

○増田委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、総務省からお願いします。 

○菱沼貯金保険課長 

 総務省の資料で「郵政民営化法の規定に基づく新規業務の認可申請に係る審

査について」です。 

 おめくりいただきまして、１ページ目を御覧ください。認可申請の概要、再

保険につきまして、先ほど金融庁から御説明があったとおりですので、概要は

省略させていただきます。また、郵政民営化法の審査事項、それから、考慮事

項につきましても、郵政民営化法で共通しておりますので、御説明は省略させ

ていただきます。 

 次の２ページ目に、再保険の引受けに係る審査について、論点の例を示して

おります。 

 一つ目の、「他の生命保険会社との適正な競争関係を阻害するおそれがない

こと」につきましては、例えば（１）として、かんぽ生命保険の株式処分に係

る状況を見ていきたいと存じますが、昨年11月に上場しまして、日本郵政によ

るかんぽ生命保険の株式の議決権割合が89％に低下したことがございます。こ
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ういったことを通じまして国から日本郵政を通じて間接的にコントロールして

競争状況に影響を及ぼすおそれがあまりないのではないかと考えております。

それから、業務の制限との整合性でございますが、こちらにつきましては受再

比率、元受のうち、どのぐらい再保険をする比率があるのかを見ていきたいと

存じますが、50％未満という申請を頂いておりますので、あまり問題はなかろ

うかと考えております。 

 「２．利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないこと」につきま

しては、まず収支について、合理的な見込みを立てており、その上で、経営の

健全性を確保した収支見込みとなっているかを見ていきたいと存じますが、こ

ちらにつきましては、事業開始の当初はマイナスを見込んでいるものの、一定

期間経過後、具体的には２年度目以降ですが、黒字化する申請を頂いておりま

して、きちんと見ていく必要はあろうかとは存じます。それから、認可申請事

業の実施による既存の役務提供への影響の有無ですが、再保険の引受けにつき

ましては、主に本社のうちの特定の部署が再保険のリスク分析や引受けの事務

などを行うということで、一般の保険募集とか保険金査定、支払いといった既

存の役務提供に直接に影響は与えにくいものではないかと存じます。きちんと

見ていく必要はあろうかと思いますが、現時点で認可に向けて大きな問題はな

かろうかと存じます。 

 次に、３ページ目の方はその他の付随業務、先ほど金融庁のお言葉ですと付

帯サービスに当たるものでございます。 

 こちらの申請内容は同様で、無料の電話相談サービスをまず想定していると

いうことで、審査事項は郵政民営化法でございますので、共通しております。 

 次の４ページ目のところに、その他の付随業務に係る審査事項の論点の例を

示しております。 

 １．の競争関係のうちの例の（１）の、かんぽ生命保険の株式処分の関係は、

先ほどと同様でございますが、昨年の上場を経まして89％に低下している状況

でございます。（２）の、その他の付随業務と保険募集との関係性で、先ほど

金融庁から監督指針の方でもありましたが、その他の付随業務の規模は固有の

業務の規模に対して過大なものとなっていないことが求められておりますので、

かんぽ生命保険の保険募集に大きな影響を及ぼすことはおよそ想定されないの

ではないかと存じております。 

 審査事項の２．の、利用者への役務提供の関係で（１）の収支につきまして

は、対価を得ず行う業務であるということで、きちんと検証していく必要があ

ろうかと存じますが、金額的には大体、毎年度の事業費や経常利益などと比べ

ると７千分の１程度、0.014％程度に過ぎないようでございます。（２）の、既

存の役務提供への影響の有無とも関連いたしますが、かんぽ生命保険の事業規
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模全体と比べますと非常に限定的なものでございまして、既存の役務提供に影

響を及ぼすものではないかと存じます。それとともに、今回想定しております

サービスは外部に委託して行うということもございますので、やはり役務提供

への影響は少ないのではないかと思います。いずれにしましても、こちらの業

務につきましても、認可に向けて大きな問題はなかろうと存じております。 

 最後の５ページ目は、法律の規定でございます。 

 御審議をよろしくお願いいたします。 

○増田委員長 

 ありがとうございました。 

 両省庁からそれぞれ審議状況について御説明いただきましたので、この点に

関しまして、御質問や御意見がございましたら、委員の皆様からお願いいたし

ます。 

 老川委員、どうぞお願いいたします。 

○老川委員 

 御説明ありがとうございました。 

 我々、当委員会の立場は、まずは利用者の利便性がどうなるか。それから、

それが民業圧迫に繋がらないかとか、ここら辺が一番大きなポイントだと思う

のです。御説明を伺っている限りは、いずれも特段の問題はないというふうに

拝聴したわけですが、そういう理解で大体よろしいでしょうか。 

○西田審議官 

 はい。特段問題はなくて、あえて国民とか利用者の利便性という観点から一

言申し上げますと、再保険の引受けによって直接的に国民や利用者の利便性が

向上するわけではないですけれども、元受会社の方は保険リスクの軽減が図れ

て、よりリスクを取ることができるようになる。一方、かんぽ生命保険の方は

そのリスクをある程度シェアすることによって収益源の多様化が図られる。そ

ういうことを通じて財務なり収益性の向上が図られるということですので、恐

らくそれを通じて顧客の方はより安心して生命保険を利用できるというメリッ

トを享受することができるということも言えると思います。 

○老川委員 

 ありがとうございました。 

○増田委員長 

 ほかにはございますでしょうか。 

 どうぞ。清原委員、お願いします。 

○清原委員 

 御説明ありがとうございます。 

 今回の再保険の引受対象が、かんぽ生命保険または日本郵便が他の生命保険
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会社から受託販売している保険契約に限定されているというところが、色々な

角度から見ても特段問題がないという根拠の一つになっているように伺いまし

た。 

 それで、この受託販売している保険の種類について、現状よりもさらに、も

し、かんぽ生命保険、あるいは日本郵便が広げていくようなことが今後あった

としても、きちんとした受託販売のやり取りがあった上での再保険であれば、

やはり今回の御判断のように、特段問題がないということでよろしいでしょう

か。どうでしょうか。その辺をお願いします。 

○渡部総括参事官 

 将来の形なので、その時点での判断ということはございますけれども、まず

は今回、新規事業であるということで引き受けるリスクの性質、規模を限定さ

れて、かんぽ生命保険が申請を行ったという経営判断であると思われます。た

だ、ステップ・バイ・ステップ・アプローチの考えであろうと思いますので、

我々もそういうことを踏まえた上で、今後しっかりと見た上で、今、委員の仰

ったような観点から見ていきたいと考えてございます。 

○清原委員 

 ありがとうございます。 

 先ほど老川委員も仰いましたように、やはり国民の利便性向上のために今回

こうしたことで再保険の取組がなされるということは、リスクの分散と言いま

すか、そういうことから見ても望ましいということが分かりました。まずはこ

の第一歩を踏み出していただくとともに、総務省も仰ったのですけれども、今

後きちんと丁寧に注視し、評価していくというプロセスの中で、まずは第１弾

のこの取組が特段問題はないという御判断を、金融庁も総務省もされたという

ことでよろしいかどうかを、もう一度確認させてください。 

○西田審議官 

 現段階の審査によりまして、特段の問題があるというわけではございません

し、さらに、昨年12月の所見でもお示しいただいて、再保険というものは収益

源の多様化とか、あるいは他社との連携によって既存サービスを補強していく。

恐らく再保険を受けることによって、色々なノウハウを吸収することによって

次のステップの準備ができるということです。 

 我々、監督の立場からすれば、他の生命保険と同じように、やはり一方でリ

スク管理というものをしっかりとやってもらう。そういった体制をしっかり整

えながら、恐らく業務を広げていくことも必要でしょうし、そのときに他の生

命保険会社との競争関係も十分留意していくということが基本的な考え方であ

ると考えております。 

○清原委員 
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 ありがとうございます。 

○増田委員長 

 ありがとうございました。 

 三村委員、よろしいですか。 

 どうぞ。 

○三村委員 

 ありがとうございました。 

 一つだけ、先ほど無料というところに少し論点があったと思うのですけれど

も、先ほど無料サービスだからという話があったのですが、将来的に少しこれ

が、例えば有料化するという流れがもし生まれたとき、審査基準とか考え方が

少し変わってくると考えてよろしいのでしょうか。付帯サービスで、無料です

からと何度か強調されましたので。 

○増田委員長 

 どうぞ。 

○西田審議官 

 恐らく民間の金融機関でもそうなのですけれども、当然サービスの中には付

帯サービスを無料でやっているものもあれば、適正な手数料を取ってやってい

るものもありますから、将来的に収益の多様化を図っていく一つの選択肢とし

ては十分あると思いますが、そういった中で付帯サービスが付帯サービスでな

くならないような形でしっかりと運営していくことが重要であると思いますし、

我々もゆうちょ銀行だから、かんぽ生命保険だからということではなくて、民

間の金融機関と同等な目線で、しっかりと見ていきたいと思っております。 

○菱沼貯金保険課長 

 今回の申請は、無料という形で申請の中に入っておりますので、有料という

ことになりますとまた改めて審査ということでございますが、その際でもやは

り固有業務とその他の付随業務が業務に対して過大にならないといったところ

はきちんと見ていく必要もあろうかと存じます。 

○増田委員長 

 よろしいですか。 

 どうもありがとうございました。 

 色々見解の表明をしていただいたのですが、まだ途中段階ということである

と思いますけれども、おおよそ両省庁の方でどういうふうに見ているかという

のがよく分かりましたので、それも踏まえて我々の方でも結論をまとめていき

たいと思います。 

 それでは、これで質疑を終えたいと思います。 

 両省庁の皆さん、本日は大変ありがとうございました。 
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（金融庁、総務省退室） 

○増田委員長 

 続きまして、意見書の取りまとめのために、論点整理として意見書の構成案

ですが、この構成案を事務局に作成してもらっております。 

 こちらについて、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○若林事務局次長 

 かんぽ生命保険の新規業務につきましては、これまでも法人向け商品の受託

販売の充実、あるいは短期払養老保険といった業務について当委員会で議論し

て、意見書を取りまとめてきたところでございます。 

 今般の新規業務につきましても、基本的にはこれまで議論されてきた論点を

踏まえることとなろうかと思いますけれども、特に今回は、先般、郵政民営化

委員会で取りまとめた「今後の郵政民営化の推進の在り方に関する郵政民営化

委員会の所見」の観点からの評価を加えることが適切かと思いまして、資料147

－１－４のとおり、意見書の視点なり構成を整理したところでございます。ど

うかよろしくお願いいたします。 

○増田委員長 

 ありがとうございました。 

 この資料の、番号で言いますと２番のところです。ここに昨年12月に取りま

とめた当委員会の所見を引用して、その観点からの評価を書き加えてあります。

大分昔に取りまとめた所見でこれまでの新規業務の審査についてまとめており

ましたが、今回はそこに昨年12月のものを入れたい。こういうことでございま

す。 

 本件については、前回、かんぽ生命保険から説明を伺っておりますし、また、

関係省庁からのヒアリングも実施しましたので、今後、委員の皆様から御意見

を伺いまして、この論点整理に従って意見書を取りまとめることとしたいと思

いますが、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

（「異議なし」と声あり） 

○増田委員長 

 それでは、そのように取り運びたいと思います。 

 １番目の関係は以上であります。 

（日本郵便入室） 

○増田委員長 

 議題の２番目の方に移りたいと思います。 

 「2015年度 年賀及びお歳暮期ゆうパックの状況について」で、こちらについ

て、日本郵便の津山執行役員と荒若執行役員から10分程度で説明をお願いした

いと思います。お願いします。 
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○津山執行役員 

 それでは、御説明いたします。 

 「１ 年賀の状況」でございます。販売枚数ですけれども、29億714万枚とい

うことで、前年比97.6％、7,047万枚の減少となっております。収入は1,520億

7,000万円で、前年比は同じく97.6％で、37億9,800万円の収入減となっており

ます。 

 昨年も私の方からこの委員会に御報告させていただいた際は１億400万枚の

減でありまして、相変わらず、引き続き年賀の挨拶というものを年賀状ではな

く、例えばフェイスブックとかLINEといったSNS、メッセージアプリのようなも

のでされるという傾向、トレンドの中で、年賀状が減少しているというトレン

ドは続いているものと受け止めております。 

 その一方で、3,000万枚は減少を多少なりとも食いとめることができたと考え

ておりまして、その一つの要因があらわれているのかなということで下の二つ

のことを御説明させていただきます。 

 一つは、商用印刷に利用される四面連刷。これははがきが切り離されない状

態で４枚がセットになった状態で、印刷するときに４枚一度に印刷できるとい

うことで、印刷コストが非常に安く上がるということで、商用印刷用に、印刷

会社用に販売しているものなのですけれども、これが3,800万枚、前年比106.7％

増で、印刷を利用される方が非常に増えている。 

 もう一つ、これは昨年も御説明させていただきましたけれども、私どものサ

イトからスマートフォンで注文される印刷とか、そのまま住所が分からなくて

も出せるといった形で、スマートフォンを利用される方がやはり540万枚、前年

比約134.8％で、非常に増えているというふうになっております。 

 今回は、年賀状については、特に若い人、SNSやメッセージアプリを使われる

方もいるのでしょうけれども、非常に年賀状を添えてもらうとうれしいですね

というものを、非常に有名なタレントグループを使って、年賀状をもらうとう

れしいという、年賀状の良さをしっかりとアピールしたということです。 

 では、スマートフォンで今まで済ませていた人たちというものは、例えば印

刷をしようとしても、年賀状を出そうと思っても、どうやっていいのか分から

ないとか簡単に出せないという人に対しては、もう３年ぐらい私どもで取り組

んできましたけれども、スマートフォンを使って簡単に年賀状を出せますとい

ったことが、少しずつですが、広まってきているのかなと。それがスマートフ

ォンの方ですと、自宅にプリンターのない方も多いですので、これが結果的に

は四面連刷のような印刷を使われるような需要の増にもつながりながら、減っ

てはいるのですけれども、減り幅が減少しているのはそういった新しいタイプ

の利用も拡大できているのかなと考えております。 
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○荒若執行役員 

 では、引き続き、業務運行の方は私から説明させていただきます。 

 一つ目の○を御覧ください。本年度の年賀取扱いの期間というものは12月15

日から１月７日なのですけれども、この間で約24億通、23億5,100万通でござい

ます。対前年で96.7％でございました。 

 二つ目の○で、引受けのピーク日で、これは例年と同じで、12月26日でござ

いました。そのときの引受通数は、前年比で言いますと89.3％になっておりま

す。ピーク日の部数は書いてございませんけれども、12月26日で、２億4,000万

通で、昨年が２億7,000万通でございました。 

 ３番目の○です。2016年元旦の年賀郵便物の配達部数の方で、これが約17億

通ということで、17億4,200万通なのですが、昨年が18億1,000万通でございま

したので、96.2％となっております。 

 こういった状況でございましたけれども、期間中、おおむね安定的な業務運

行は確保できたかなと思っております。 

 引き続き、お歳暮期ゆうパックの状況の方を私から御説明いたします。 

 2015年度12月期でございますが、ゆうパックを約6,800万個引き受けました。

6,772万個でしたけれども、対前年比101.0％、70万個増になりましたというこ

とで、１％増にとどまりましたということの状況については津山の方からコメ

ントさせていただきます。 

○津山執行役員 

 11月までの累計で、ゆうパックは対前年で107.2％だったのですが、12月に入

って、この107.2％が一転して101.0％という低い伸びになったということでご

ざいます。 

 これについては、非常に低くなった原因としては、やはり通販企業から差し

出される宅配貨物が顕著に減少しているということで、特にアパレル系の出荷

が非常に少なかったということで、12月、この当時はまだ非常に暖冬という状

況でありましたので、それに伴う冬物衣料の受注減等の影響があったのかなと

いうふうに推測をしております。１月になりましたら数字は回復してきており

ますので、やはりその影響が大きかったのかなと思っております。 

○荒若執行役員 

 では、続けてです。 

 先ほど、一つ目の○のところを御説明申し上げましたが、では、ピークはど

のぐらいだったのですかという話があるわけですけれども、お歳暮期ゆうパッ

クの方のピークが、引受けのピークが12月21日の月曜日です。大体、12月に入

ってから月曜日はピークが立つわけですが、そこで最高だったものが12月21日

で、引受けが304万個でございました。 
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 昨年は12月22日、これはやはり月曜日ですけれども、300万個で、大体12月に

入って月曜日というものは270万個、280万個で、ピークですと300万個前後とい

う状況になってございます。その傾向は変わってございません。 

 二つ目の○でございます。ゆうパックの引受け個数は前年に比べて増加して

おりますけれども、一連の業務について、おおむね安定的な業務運行、サービ

スレベルは確保させていただいたかなと思います。 

 三点目の○ですが、道路事情等のため、一部地域間宛てのゆうパックの送達

に半日から１日程度の遅延が発生した日はありました。ただ、先ほど暖冬とい

うことを申し上げましたけれども、実は2014年度、前回は12月16日から19日の

間で雪に降られまして、運送便の遅れが相当出た経緯がありまして、今回は天

候にも恵まれまして、暖冬の影響で受注が減ったりしてというのはあるのです

けれども、業務運行的には非常に恵まれた状況で、運送便の遅延も去年と比べ

ますとほぼ半分程度でおさまっております。その運送便が遅れた中で半日か１

日程度の遅れにつながったというのはほとんどないという状況でございました。 

 あと、ここには書いてございませんけれども、集配の状況はどうであったの

かということがあるのですが、実は今回は、この時期、マイナンバーの配達と

重なっていたため、ピーク時の対応として支社の人員を動員したりして、ゆう

パック配達等、応援も出したという一幕もあったわけですけれども、そんな中

でも業務運行は確保できていて、サービスレベルを維持できたかなと思ってお

ります。 

 説明は以上です。 

○増田委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ただ今の御説明に対しまして、御質問があればお願いしたいと思

います。 

 老川委員、どうぞ。 

○老川委員 

 どうもありがとうございました。 

 ちょっと記憶が定かではないので、もし間違っていたらおわびしますが、ど

こかで面倒くさいと言って年賀状が配達されなかったとかなんとかというトラ

ブルがあったようなケースが、テレビで見たのでしたか、何か一部あったよう

な気がします。恐らく最後にお話があったマイナンバーとか、色々重なったこ

とがあるのかもしれないのですけれども、もしそういうことがあると、やはり

郵便局に対する信頼感を非常に損なうことになると思います。恐らくこういう

ときはアルバイト、外部の人の腕を借りるということで十分な訓練がない状態

で起きるのかなと思いますが、そこら辺をまた十分、気をつけてやっていただ
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きたいなと思います。 

 それから、物流関係で暖冬の影響というお話があって、多分そうだろうなと

思うのですが、他の民間の、ヤマト運輸とか佐川急便も伸び率は大体似たよう

な傾向だったのでしょうか。 

○津山執行役員 

 他社、ヤマト運輸が公表されている数字は、12月はもう少し、５％台か、確

か伸びていたと思います。ただ、11月が10％程度だったと思いますので、12月

が落ち込んだというのは同じような傾向かなと私どもは見ておりました。 

○老川委員 

 ありがとうございます。 

○荒若執行役員 

 今、委員から御指摘がありました年賀状の放棄という話ですけれども、年賀

状ではなくて、恐らく四国のところで大量に隠し持っていて配達しなかったと

いう報道のことではないかと思います。 

○増田委員長 

 一般の郵便物ですか。 

○荒若執行役員 

 そうです。かなり大量だったものですから報道にもなったということだった

かと思いますけれども、もちろん、普段からそういうことで指導を強化してい

るところですが、特にあと、年賀のときなどは、委員から御指摘があったとお

り、アルバイトが多いですので、そこは例年、きちんとアルバイトにそういっ

た指導というものを強化してきているところなのですけれども、ああいうこと

もあったものですから、今後とも指導強化はやっていかなければならないとい

う意識は持ってございまして、本当に皆さんに御迷惑をかけたなと思っており

ます。大変申しわけございませんでした。 

○増田委員長 

 よろしくお願いします。 

 ほかにはいかがですか。 

 清原委員、どうぞ。 

○清原委員 

 御説明ありがとうございます。 

 この平成27年度というのは、大変郵便の皆様にも特徴的な年度であると思う

のです。例えば東京都に限って言いますと、全世帯に『東京防災』という冊子

を配るお仕事をされました。これは東京都内全戸配布ということでした。次に、

マイナンバーの通知カードについては、全世帯に簡易書留で届けるという、こ

れも郵便史上初めての事業をされたと思うのです。 
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 ですから、今回は年賀状及びお歳暮期のゆうパックの状況の御報告だったの

ですけれども、もう少し時間をかけられて、このマイナンバーの通知カードに

ついての簡易書留の全国の全世帯へのほとんど同時の配達という、郵便史に残

るような取組をされましたことについて集計をされるということは有意義では

ないかなと思います。本日は恐らくそういうデータはないと思うのですけれど

も、簡易書留というものがやはり重要なポイントではないかなと思います。 

 二点目に、平成28年度になりますと、初めて18歳以上の方が有権者になって、

各自治体の選挙管理委員会から投票所の入場券が送付されると思うのですが、

やはり人口減少時代にあっても18歳、19歳が増えるということで、当然のこと

ながら、郵送の数は増えると思うのです。したがいまして、これはもちろん、

世帯ごとということにはなると思うのですけれども、18歳でひとり暮らしの人

も、せっかくだから投票したいということで住所を親と分ける人もいるかもし

れませんし、そうした新しい仕事といいますか、注目されるお仕事が発生する

と思うのです。 

 したがいまして、今日の御説明に関連するとしたら、マイナンバーの通知カ

ードの全世帯配布との関係でございますけれども、何か、この平成27年度の取

組の中で、ほかに特徴的なことを把握していらっしゃるかどうか。たまたま私

は東京都民なので『東京防災』の配布ことを思いつきましたが、ほかの道府県

を含めて何か特徴的なことがあれば教えていただきたいですし、来年度以降へ

の展望なども教えていただければと思います。 

○増田委員長 

 では、お願いします。 

○荒若執行役員 

 今、清原委員が仰いましたように『東京防災』の関係も全部やらせていただ

きましたけれども、やはり一番インパクトがあったのはマイナンバーで、それ

にかなうものはないくらい、それにかき消されてしまうぐらい、マイナンバー

の簡易書留ということで仰っていただいていますが、対面でやるということで、

本当に大変で、これが全戸ですと5,700万通なのです。それを各世帯に対面でお

渡ししてという作業だったものですから、やはり再配達というものがあったり

するわけですけれども、それをカウントするとさらに1,000万通分くらい多くて、

再配達を入れると、結局は6,800万通ということになるのです。 

 そういうことがありまして、配達期間も仰ったとおり、10月23日から最終が

12月16日でしたので、本当に短期間のうちでということで、万難を排してやっ

たわけですけれども、やはり色々な事故も起こしてしまったというのがありま

して、ただ、誤配などは今、126件起こしてしまっていますが、5,700万通を母

数にすれば2.2ppmくらいですし、再配達も入れたので6,800万通を母数にします
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と1.83ppmくらいで、何とかかんとか抑えたというところで、色々当初は、やは

り個人情報の最たるものですから、誤配あるいは誤返還等をしたときに報道発

表などをさせていただいて、会見なども開かせていただいています。会見など

は各地方でやったのですけれども、多分、計40回以上やらさせていただくよう

な格好になってしまって、本当に御迷惑をおかけしたのですが、このマイナン

バーのインパクトというものが大きかったかなと思います。 

 あと、委員から御指摘があったように、来年度は選挙権が18歳以上になるの

で、やはりそこら辺の物数も増えてくるので、選挙は毎回、本当にこれも気を

つけて、特別に各郵便局に選挙担当みたいなものを作ってやっているわけです

けれども、そこら辺、更に一層強化していかなければならないのだろうなとは

思っています。 

○清原委員 

 ありがとうございます。 

 マイナンバーにつきましては、今、御指摘のことですけれども、誤配が客観

的に見て著しく少なかったと思います。これは日本郵便のこれまでの書留ある

いは簡易書留を含めて信書を扱ってこられた経験ゆえのことですし、だからこ

そ、簡易書留を政府が選択されたのだと思うのです。ですから、大変だったと

思いますが、やはり郵便、信書の秘密、個人情報の保護といったところで蓄積

されたノウハウの表れということです。それから、これを機会に職員にさらに

啓発された倫理観・使命感というものを深めていただくことを期待したいと思

います。 

 先ほど、投票所の入場券についても、これまでも選挙担当を置いて慎重にや

ってきたと仰いました。やはり今後、そうした国民の基本的人権に関わる業務

があると思うのです。マイナンバーについても、それから、投票入場券につい

ても、選挙権の保障というものはまさに基本的人権の重要なものですので、ぜ

ひ改めて、社員の皆様にそうした大切な仕事をしていただいているという使命

感、そして倫理観を、研修等を通して再確認して臨んでいただければありがた

いと思います。 

 以上です。 

○荒若執行役員 

 ありがとうございます。ぜひ、そうさせていただきたいと思います。 

○増田委員長 

 三村委員、どうぞ。 

○三村委員 

 御説明ありがとうございました。 

 大きな問題ではないのですけれども、まず年賀に関しまして本当によくやっ
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ていただいていると思います。 

 それで、元日の配達数が96.2％で、約17億通という御説明なのですけれども、

私の印象としては３日までに年賀状が届いてで十分ではないかという感じがし

ます。クリスマスが終わって、さあ、年賀状を書こうかなと思って、26日から

28日頃に投函する。それで元日に届かなくても３日までに届いたらいいとか、

少し利用者の今日的なあり方と合わせたような数字の目標設定とかサービス体

制の設定があってもいいのではないかなという感じがいたします。 

○荒若執行役員 

 ありがとうございます。 

○三村委員 

 先ほどのお歳暮期ゆうパックの件ですけれども、暖冬でアパレル系の出荷数

が減少という、これは非常によく分かります。ただ、もう一つ、お歳暮という

と、ゆうパックなのか、あるいはヤマト運輸なのかということでそれは営業的

な意味をもってくるかもしれません。 

 そうすると、101.0％がある意味では期待どおりなのか、期待より下回るのか。

少しそれを上げる可能性があるのかといった、そういった検証とか御説明もあ

ってもよかったのかなということです。 

 色々な諸事情で増えなかったということは分かるのですけれども、あくまで

お歳暮期ということでありますので、そういう意味で101.0％に対して経営的に

どう判断されるのか、少しそういった説明も必要かなという感じがいたしまし

た。 

以上です。 

○荒若執行役員 

 前段の年賀状等の、三村委員が仰ったように、楽しみは長い方がいいと思っ

てくれる方が多いといいのですけれども、今、非常にありがたくお聞きしてい

たのです。 

 実は、元旦の配達部数の比率というものは上げてきてはいるのですけれども、

先ほど説明申し上げませんでしたが、17億通であったのですけれども、これは

17億7,100万通ほど12月30日まで引受けがあったのですが、実はそれに対する元

旦の配達率というものは98.4％なのです。仰るとおり、元旦に相当努力してや

らせていただいているというのがあります。 

 ただ一方で、引受けがどんどん後ろ倒しにはなってきていまして、年が明け

てからも出たりしていまして、配達というものは結構長い間、年賀状の配達が

ありまして、やはり７日後ぐらいまでの配達で、元旦の配達が17億通なのです

けれども、結局、１月７日までですと23億通くらいになるので、やはり元旦以

降の配達もそれなりのボリュームに今はなってきているということではあるの
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で、そこら辺は見ながら、バランスを見ながらだと思っております。 

 ただ、今、委員が仰いましたように、そういうふうにクリスマスのときみた

いに、ある一定の時期、楽しみの期間があるように年賀状を捉まえていただい

て本当にうれしかったのですけれども、やはり一方では元旦にというニーズも

ありますので、元旦は頑張るのですが、そういうことは頭に置きながら、今後

どうやって元旦、２日、３日、配達するかというのは考えていかなければなら

ないと思いますので、参考にさせていただきたいと思います。 

○津山執行役員 

 実は販売の方も、12月15日というのは年賀の引受け開始なので、分かりやす

いので、データ的に言いますと、むしろ12月15日以降の販売枚数は年々増えて

いるのです。全体はマイナスなのですけれども、そういう意味では、仰られる

ように、まだクリスマスとか色々イベントのある中で、ぎりぎりになって買わ

れて出される人が年々増えているということもありまして、そういう中で業務

サイドはぎりぎり、それでもやはり元旦を楽しみにされている方がいるという

ので、何とか元日に届けようと頑張るのですけれども、そうでなくてもいいよ

という人たち、別に三が日ぐらいに来ればいいよという人も増えてきている中

に、自分も遅く買って、遅く出しているというのがありますので、そういう方

も増えていらっしゃるのだろうなというのは本当に感じております。 

 それから、101.0％は確かに、そこで決して仕方がないと思っているというこ

とではなくて、もちろん、106％、107％のペースでずっと経営としては、ゆう

パックその他で収入を増やしてきた中で、急激に101.0％に落ち込むというのは、

安定的な経営という意味では非常に、今までとは分断されるような数字という

ものは決して好ましいことではないと思っておりますので、やはり来年の12月

にこのような落ち込みがないようにどうしたらいいのかというのは考えていか

なければいけないと思っております。 

○増田委員長 

 どうぞ。 

○老川委員 

 せっかくの機会なのでお尋ねしますが、お年玉です。抽選がありますけれど

も、どのぐらいの人が当たったと言って取りに来ているか、わかりますか。と

いうのは、私の知人に切手シートが当たったと言って喜んでいた人がいるので

すが、最近そういう人が非常に少なくて、あまりお年玉といっても、昔は自転

車が当たったとか、ものすごく楽しみにしていましたけれども、最近は物が豊

富になってしまって、あまり当たっていても取りに行かない人が多いのではな

いのかなと思うので、その辺は分析はされていますか。 

○津山執行役員 
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 今、手元にはないですけれども、切手シートの、換えられた率ですね。確か

に、それは。 

○老川委員 

 つまり、景品なども魅力が薄くなってきているものもあるのではないかなと

いう気もしますし、もう少し、せっかく付けるのであれば一般の人が喜ぶよう

なものとか、何か工夫をされたらいいのではないかなという気がしました。 

○津山執行役員 

 今年は、実は１等は、去年までは１万円だったものをまた10万円にアップし

たのですけれども、確かに今年は10万円にしたこともありますし、どれ位の方

が換えられるのか。さらに、ずっと昔からやっている切手シートがどれぐらい

なのかというのは、確かに仰られるように、少しデータを見た方がいいと思い

ますので、ちょっと検討させていただきます。 

○清原委員 

 関連していいですか。お時間がない中で恐縮です。 

 今のことの関連で言いますと、私の娘の場合は年賀状を出した相手に切手シ

ートが当たったので、お礼の電話がかかってきました。私の周辺ではほかにも、

私が送りましたものが当たったという連絡がはがきで来たりとか、多少なりと

もまだこうした事例があるとは思うのですが、確かに老川委員が言われました

ように、一時期よりはそういう反応も少なくなったかなと感じているので、確

認をしていただければと思います。 

 それから、関連して、郵便文化に関係あるかどうか曖昧ですが、今回、暮れ

の年賀状のコマーシャルは非常に今、訴求力のあるグループが出演されたので、

実は若い世代から私などにも反応がありました。今までくれなかったような人

がスマートフォンで作成した年賀状をくれたりしまして、やはりコマーシャル

のインパクトというものは一定程度あって、この程度の減少でとどまっている

のではないかなと思いますのが一つです。 

 つまり、年賀状を出された方の年代の分布というものはなかなか統計上とり

にくいと思うのですが、久方ぶりにか、初めて年賀状を書いた人も幾ばくか、

この減った状況の中にも、年賀状を出した人の中にいたのではないかなと思わ

れます。 

 それから、私たち、日本郵便に御協力いただいて、三鷹市では教育委員会が

連携をして郵便教育というものをさせていただいているのですが、そういう中

から子供たちが、やはり郵便のメリットに出会うということで気付きがあるよ

うです。もう幼児のころから、小学生はもちろんのこと、親がよほど考えない

とスマートフォンを与えてしまうような時代なのですが、やはり郵便文化が改

めて見直されているというところもあります。 
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 そこで、一層、郵便文化教育といいましょうか、そういうところにも御協力

いただければと思いますし、それは単に売上げを伸ばすとか通数が増えるとい

うことだけではない、コミュニケーションの力のあらわれにもなるでしょうし、

中高年の世代は、三鷹市でも、絵手紙もグループを作ってやっていらっしゃる

例もあり、そうした活動を日本郵便の皆様が奨励されたり、後援されるとか、

あるいは交流の機会を作っていくということも改めて意義深いのではないかな

と感じました。 

 以上です。 

○津山執行役員 

 確かに大変人気のあるグループを使ったというのもありまして、弊社だけで

分かっている、すぐ分かるデータが「郵便年賀.jp」で、スマートフォンで注文

された方は20代から40代の女性が圧倒的で、去年と比べてものすごく増えてき

ているのです。ですから、20代、40代の女性がすごく増えたのと、確かにコミ

ュニケーションパターンで、非常に女性のその世代にインパクトがあるという

のもありますけれども、そういった形でも使っていただいて、もらうとやはり

うれしいというのを感じていただけると、仰られたように、やはり郵便の良さ

が実感していただけると思うので、そういう活動は続けていきたいと思います。 

 それから、この時期、通年で小学校の方にお願いしまして、手紙の書き方教

室というものをずっとやっているのですけれども、特にこの時期、書き方教室

で勉強してくれた子供たちに年賀状を１人２枚プレゼントして書いてもらうと

いうこともやっています。この時期、それ以外にも色々、学童保育のところで

書き方教室をやったりとか、本当に小学校１～２年生に１～２割とかではなく

てかなりの数、延べ人数で言いますと相当な接触率でやっておりますし、そう

いった郵便の良さを小さいときからしっかり分かってもらうという活動は引き

続きやっていきたいと思っております。 

○清原委員 

 それから、三村委員の発言に関連するのですけれども、多少なりとも自己主

張の強い方々なのですが、元旦に届くのではなくて、３日以降に届いたほうが

自分の年賀状をゆっくり読んでもらえるというので、わざと元旦に届かないよ

うに出す人たちの話を聞いたことがあります。つまり元旦に大量に届いて急い

で読まれるよりは、７日間際に着いてしみじみゆっくり読んでもらおうという

方もいらっしゃるということは事実なのです。年賀状期間というものも、元旦

集中型から少し分散型にされても大丈夫ではないかなという思いもありました。 

○増田委員長 

 年賀とかお歳暮期の状況というものは来年もまた色々報告していただくこと

になると思うのですが、日本郵便の稼ぎの相当の部分がここで出てきているわ
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けです。ですから、年賀状で言いますと、一昨年、１億枚減ったものを昨年末

は色々努力されて3,000万枚、そこの部分を少なくして7,000万枚で食いとめた。

こういうことになっていて、販売収入の方は37億円減少ということです。です

から、販売収入の減は、前年はもっと多かったわけですね。 

 一番大事なのは経営に与える影響がどういうふうになっているのかというこ

とで、かなりの部分、ここで稼いでいるので、その前の年までこれだけ収入が

減っていたものがこのくらいになったという、常にそういった対比とか、それ

から、今、話題になっていました「郵便年賀.jp」のスマートフォンでの利用が

増えたというのですが、これが全体の収入の規模感で言いますと、どの程度ア

ップしているかとか、単に、何万枚とか、あとはゆうパックの方もそうですが、

量としてこのくらいということだけではなくて、時間がかかってもいいですが、

経営的にそれがどの程度きいてきているのか。 

 ですから、年賀状の販売をずっと食いとめることと同時に、スマートフォン

での利用を増やしていくことがどの程度、有利なのか、あるいはそれほどでも

ないのか。そこが分かるような、そういう資料を作って、それで説明していた

だけますか。 

○津山執行役員 

 分かりました。 

○増田委員長 

 それで、今年の状況は、今、色々集計中でしょうから、またそういう形で整

理していただくことと、それから来年以降、定例的に、しかるべき時期に、暮

れと正月がどうであったかというときに、今、言いましたような形で説明して

いただくようにお願いしたいと思います。また事務局の方に、その話をしてお

いていただいて、また聞かせていただければと思います。 

 それから、ゆうパックの方は、これは先ほど、ほかの委員からもありました

ように、増えているのですが、従来の増え方よりはまだ少し少なくて、暖冬と

かそういうことがどうも12月期は影響しているようではあったのですが、ここ

も、他社の状況もより詳しく分かると思うので、他社が全く同じ傾向であるの

か、あるいは多少、個別の会社としての努力の差みたいなものがあって、日本

郵便の方がより暖冬での減りが大きかったのか、あるいは食いとめて、ほかよ

りは善戦したのかとか、年賀状などはどうしても減っていくでしょうけれども、

ゆうパックはこれまでも、むしろ伸ばしていて、割りがどちらがいいのかどう

かという問題もありますが、やはりこういうところはこれから伸びていくとこ

ろに期待感があるものなので、そこのところもできるだけ詳しくお話をいただ

ければと思います。 

 当然のことながら、暖冬の時期は１月の半ばぐらいまでで全国的には、その
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後かなり、通常期と同じぐらい気候が戻ったので、そうすると２月、３月はど

ういう状況で変化していくのかということはまた分かると思うので、その辺り

の少し詳しい分析をまた教えていただければと思います。 

 それでは、大変御苦労様でした。質疑の方は以上にいたしたいと思います。 

 どうも御苦労様でした。 

（日本郵便退室） 

（ゆうちょ銀行入室） 

○増田委員長 

 それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 「JP投信株式会社について」で、ゆうちょ銀行の相田常務執行役から御説明

をいただきたいと思います。資料が147－３であります。こちらの資料を御覧い

ただきたいと思います。 

 それでは、相田常務執行役から、時間は10分程度でということでお願いした

いと思います。 

○相田常務執行役 

 ゆうちょ銀行の相田でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日は、JP投信株式会社につきまして御報告申し上げます。今から何か月か

前に一度、設立のときにお話しさせていただきまして、その後の状況というこ

とでございます。 

 おめくりいただきまして、２ページ目です。一部は、その際にもお話しさせ

ていただいたことが入ってございます。 

 昨年の11月にJP投信という会社が正式に発足いたしました。その後、金融商

品取引業とか投信協会への加入承認といった手続、その他諸手続を経まして、

１月28日に新商品の取扱開始を発表しているところでございます。来週の２月

22日から新商品を郵便局、そしてゆうちょ銀行の直営店で扱うということで、

今、準備が進められているところでございます。 

 １枚おめくりいただいて、これは会社の概要でございます。 

 詳しい説明は省略いたしますけれども「株主」のところにございますとおり、

ゆうちょ銀行が45％、日本郵便が５％、三井住友信託銀行が30％、野村ホール

ディングスが20％ということで、予定どおり発足をしているところでございま

す。商品につきましては、一番下にございますとおり、JP4資産バランスファン

ドということで、愛称がゆうバランス、コースが三つに分かれております。 

 こちらにつきましては、１枚おめくりいただきましたところに詳細な商品性

を書いてございます。 

 こちらを御覧いただきますと、取扱チャネルということで、店頭も扱います

し、またゆうちょダイレクト、私ども、インターネットでのサービスでござい
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ます。あと、投資WEBプレミア。こちらはインターネット専用ということで、郵

便局の窓口を使わないで、インターネットだけでできるサービスもございます。

これら全てのチャネルにおきまして販売をするということでございます。 

 ファンドの概要は、日本及び先進国の株式、債券ということで、大きく四つ

のリスクカテゴリー、国内、国外、債券、株式という組み合わせでございます

ので、その四つのカテゴリーに分散して投資をしますということで、中長期的

な成長を目指しますということでございます。 

 コースの選択ということで、先ほど申し上げました株式、債券の比率につき

まして、３段階でのコースを用意しているところでございます。 

 購入手数料で、1.08％頂戴するということでございます。ただ、インターネ

ットでの購入につきましては無料でございます。各社、今、インターネットで

の取引を無料にするファンドが増えてございますし、また、この1.08％という

手数料でございますけれども、一番安いかといいますと、そうではございませ

んが、世の中の投資信託を見た場合には安い方の水準に今回は抑えられている

というふうに考えているところでございます。 

 その次の運用管理費用で、これは毎年、定期的に頂戴しているものでござい

ます。いわゆる信託報酬と呼ばれるもので、こちらも純資産に対して0.4968％。

これも各社の商品、同じような商品と見比べた場合には、おおむね一番安い方

のゾーンに入っているということでございます。 

 リスクあるいは決算は、ここにございますとおり、決算は２か月おきの決算

ということで、２か月ごとにお客様に配当をお支払いするという商品性で今回

は設計しているところでございます。 

 これをどうやって売るのかということで、次の５ページ目にございます。細

かくて恐縮ですけれども、こちらにつきましては我が社あるいは郵便局で今、

販売している投資信託をマッピングしたものでございます。 

 右の軸は、債券、国内、海外、株式、リート、その他ということで、資産の

カテゴリーが並んでございます。こちらを、個々の商品ではなくて、なるべく

分散しようということで、その組み合わせることによって分散投資を図るとい

うことでございます。 

 一番上のところに、このJP4資産バランスファンド、濃い緑色のものがござい

ます。資産を分散するということで、リスクを軽減しつつリターンを狙うとい

う商品にしているところでございます。 

 これ以外にも各社から出されております商品、私どもでも扱っておりまして、

同様に分散をするものもございます。ただ、分散するものはリート、不動産投

資信託なども入っているということもございますので、初めての方にはあまり

不動産とかが入らずに、純粋に債券、株式だけのJP4資産バランスファンドが勧
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めやすいのかなと考えております。 

 いずれにしましても、こういったバランス型で分散投資するような商品を私

どもはコア商品というふうに位置付けております。このコア商品につきまして

は、一番右側にございますとおり、これから投資を始めるようなお客さんにお

勧めしましょうということでございます。 

 こういった流れの中で、私どもは来年度、特に新しいお客様に裾野を広げる

ということに力を入れていきたいと考えておりまして、そういったお客様には、

このコアのバランスファンドを販売していくということを考えているところで

ございます。 

 一方、投資をしてしばらく経験をしていただきますと、縦方向、つまり、個々

のカテゴリー別に、今、深掘りといいますか、よりリスクをとっていくお客様

も出てまいります。こういったお客様には債券あるいは株式の中での資産の分

散を図っていただくという意味で、言い方を変えますと深掘りでございますけ

れども、そのカテゴリー別にお買い求めいただくということを考えたいという

ことでございます。 

 一番下にちょっと小さく書いてございますが、投資信託の販売を行う人材の

育成、営業支援体制の強化ということで、これを御覧いただきますと、コアを

売る場合には新しいお客様に裾野を広げるという販売の仕方でございます。一

方、サテライトの方につきましては既に投資経験のある方により専門的なアド

バイスをしていくということでございまして、もともとある知識レベルも違い

ますので、これにつきましては人材育成プランを作りまして、郵便局あるいは

直営店の社員を、なるべく多くの社員が扱えるようにということに加えまして、

このサテライトの方についても御説明できるような人材を育成していくという

ことで、今、進めているところでございます。 

 なお、一点御留意いただきたいのですけれども、私ども何社かの投資信託商

品を扱っておりまして、ルール上、関連会社であるJP投信の商品だけを特別扱

いすることはできません。基本的にはグループ会社、関連会社につきましても

他社と同じ条件でということになりますので、例えば郵便局直営店への営業の

指導、あるいは色々なインセンティブにおきましても、このJP4資産だけを、JP

投信のものだけを特段区別していくことはできないというルールになっており

ますので、ここにおきましても、コアのファンドという区分とサテライトとい

うファンドを分けることで対応していきたいと考えているところでございます。 

 ちょっと駆け足でございますが、説明は以上でございます。 

○増田委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、質疑をお願いしたいと思いますが、最初にこの会社ができるとき
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に、新商品で２タイプ売ると言っていて、それで今の株式の状況が非常に悪い

ので、この１タイプだけにしたと聞いているのですが、要するにその止めたと

いうのはどういう事情でしょうか。 

○相田常務執行役 

 １月の発表の段階では、実はもう一商品出ておりました。 

 止めた商品は、日本の国債とアメリカの国債に投資をいたしまして、しかも、

その期間が短いものから長いものまで満遍なく買うような債券に投資をするよ

うな投資信託でございます。 

 それで現在、御承知のとおり、日本の債券市場は、短いものはマイナス金利

が付くような状況になっておりまして、長い方はまだ金利がプラスですし、あ

るいはアメリカの国債ですとまだプラスでございますので、理論的には作れる

のですけれども、一部、マイナス金利が入ってきたような商品をお客様に説明

するのも非常に難しい。 

 幾らコアで初心者向けといっても、非常にこの状況が変わりましたので、説

明が難しくなるということを踏まえまして、急遽、販売を取りやめさせていた

だくということで先日発表したものでございます。 

○増田委員長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、各委員の皆様方の方から質疑をお願いしたいと思います。 

 どうぞ。 

○老川委員 

 どうもありがとうございました。 

 来週から取扱開始ということなのですが、現状での反応といいますか、手応

えはどんなものですか。 

○相田常務執行役 

 まだお客様に、そういう意味では事前準備段階なものですから、発売開始前

に予約をとることはまだ禁じられておりますので、現時点でお客様へのアプロ

ーチをまだしておりませんから、なかなか反応といっても。 

○老川委員 

 問い合わせとか、そういうものは。 

○相田常務執行役 

 問い合わせはぼちぼちありますけれども、ただ、むしろ現状、この相場です

ので、この商品に関してというよりは、全体的にマーケットに関する御関心は

高くて、特にこの商品にという反応は、今はまだ大きくはないかと思います。 

○老川委員 

 ありがとうございました。 
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○清原委員 

 最近の株式市場の状況とか、あるいは円高の傾向とか、当初、昨年に会社を

設立されて、商号も変更されて、色々準備をされてきたときと、この１月、２

月というのは状況が変わっていると思うのです。でも、それは誰にもどうにも

できることではないのですけれども、こうした状況の中で、改めて、初めてこ

のような投資信託を始めるお客様に向けて、まず新商品をお考えになったとい

うことですので、その思いといいますか、それを改めて確認させていただけれ

ばという質問が一つ。 

 もう一つは、先ほどの５ページの一番下のところに「『貯蓄から投資へ』の

流れを踏まえ、投資信託の販売を行う営業人材の育成・増員、営業支援体制の

強化を加速」とありますが、営業だけでこの会社が成り立つわけではないので、

あえてここで営業の人材を書かれたのは、運用するとか商品の開発をするとか、

そうしたことに関しては、出資されている会社のお力もあって、一定程度、安

定的に確保されていると認識されて、せっかくの商品であれば営業人材をとお

考えになっていらっしゃるのか。 

 人材というものは本当は幅広く多様に必要であると思うのですけれども、あ

えて「営業人材」と書かれたのは、たまたま商品ラインナップのところだから

お書きになっただけで、本来、もう少し総合的に人材育成を考えていらっしゃ

るのか。人材についてのお考えを教えていただければと思います。お願いしま

す。 

○相田常務執行役 

 承知しました。 

 一点目でございます。今、相場は大分動いておりますけれども、もともと、

この投資信託を、会社を作って、あるいはこういったコア商品を作った趣旨と

いうものが、長い目で見ての資産形成、この数十年で言いますと、バブルの崩

壊等、色々ございました。そうはいいましても、地道に毎月こつこつ積み立て

ていくと、そういった大きな波に打ち勝って伸びていくというのが過去の経験

でございます。 

 ですから、私どもとしてもこういった相場に一喜一憂せずに、むしろ中長期

の観点で資産形成をしていただくお客様にそういった説明をさせていただくこ

とを考えておりますし、それに御賛同いただいたお客様につきましては、今の

相場に関係なく、長い目でやっていただければありがたいなという気持ちでや

っているところでございます。 

 あと、人材につきましては、このペーパーが郵便局あるいは直営店での販売

体制の図なものですから、販売・営業の人材を強調しております。 

 一方、もともと、この会社を作った趣旨も、日本郵政グループが上場いたし
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まして、むしろマーケット関係のノウハウがこれからどんどん必要になります

ので、こういった関連会社を作ることを通じて我が社自身のノウハウも高めて

いきたいという気持ちもありますし、またもちろん、このJP投信自体も今、会

社として発足しましたので、今後ひとり立ちしていくためには、この会社の中

でも、今、出資していただいている三井住友信託銀行、野村証券ホールディン

グスの御協力を得ながら、この中でもまた人材育成を行う。 

 それはもちろん、JP投信の中でもやりますし、私どももやりますし、営業の

現場においては、ここに書いてあるようなことをやります。そういう御理解か

と思います。 

○清原委員 

 分かりました。ありがとうございます。 

○三村委員 

 ちょっと確認だけということでお願いいたします。 

 先ほど店頭という話が出てきたのですが、基本的には郵便局を前提としてお

考えということですね。 

○相田常務執行役 

 はい。そうです。 

○三村委員 

 ただ、将来的には恐らく、これはこの商品が強くなれば、例えば関連した企

業とか信託銀行とかで扱っていただくということをむしろ目標としていらっし

ゃるということですね。 

○相田常務執行役 

 そうです。郵便局の店頭で扱うのがベースでございます。 

 それで、インターネットは、そういったお客様が別にいらっしゃいますので、

更にやります。 

 他社につきましては、現時点ではまだ白紙でございますけれども、実績を郵

便局で積みまして、非常にお客様の評判が上がれば当然、ほかの銀行なりでも

扱っていただけることを期待しておりますが、そこは現時点ではまだ見えない

部分かなと思っております。 

○三村委員 

 もう一つだけ。そうしますと、先ほどの商品ラインナップで、非常に安定的

なコア商品とサテライトという、かなりリスク性の高い商品という、そうしま

すと、やはり販路を変えていくことが必要になってくると思うのです。今、サ

テライトは、ウェブとか、あるいは電話とか、そういうことを中心にされてい

くとか、何かそういう考え方なのでしょうか。 

○相田常務執行役 
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 従来は、新しくやる商品は、まず店頭ではなくてウェブの方からということ

でやっておりました。ただ、ウェブでやったもので、ある程度、販売が進んだ

ものについては、窓口の方でも販売していくという流れとしております。 

 それ以外にも実際には、例えば人材にも絡むのですけれども、窓口で売るの

はコア商品中心で、一方で外回りをしている渉外社員等がおりますので、その

社員は非常に勉強しております。そういう人たちはむしろ専門家として、窓口

は色々な商品を扱いますので、なかなかこれだけというわけにはいきませんが、

渉外社員であれば投資信託を集中的に勉強しまして、それだけを詳しく営業す

る社員も育成できます。 

 そういう形で、社内的に分担、やはり商品がそれぞれ、ある程度、結びつく

ようなことでお客様のニーズをつかんでくる。そんなような分け方もしたい。

現在しておりますし、これからもそうしていきたいと思っております。 

○三村委員 

 分かりました。 

○増田委員長 

 よろしゅうございますか。 

 どうもありがとうございました。それでは、質疑は以上で終了いたしたいと

思います。 

 どうも御苦労様でした。 

（ゆうちょ銀行退室） 

○増田委員長 

 以上で、本日の議題は終了といたします。 

 あと、事務局から何かございますか。 

○若林事務局次長 

 次回の郵政民営化委員会は、２月26日金曜日の９時半からの開催で予定して

おります。 

 委員の皆様、どうかよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○増田委員長 

 それでは、以上をもちまして、本日の「郵政民営化委員会」を閉会いたしま

す。 

 なお、この後、私から記者会見を行うことといたしております。 

 今日は、どうも御苦労様でした。ありがとうございました。 


